
 ・ 講演後には質疑応答の時間があります

医療観察法元対象者
有我 譲慶さん
山口 創一さん
吉田 明彦さん

■日時：

■交通：

７

■講演：

■講師：池原 毅和さん（弁護士）

24日月 （日） 13

■ 参加費： 円500

：30開場 14：00 16：30～
場所：■ としま区民センター

東京都豊島区東池袋1-20-10   TEL.03-6912-7900

■ 電話による問い合わせ： 090 - 6122 - 7700（石橋）

■ 発言：

東京都板橋区板橋2 - 44 - 10 - 203　北部労働者法律センター 気付　FAX : 03 - 3961 - 0212

■ 共同呼びかけ： 

kansatuhou20@gmail.com 宛に
　下記の事項を記載して申し込んでください。
１．名前（必須）
２．連絡先メールドレス（必須）：ZOOM での参加
に必要な情報をお知らせします。

３．電話番号　ZOOM関係の調整用電話番号
４．所属（あれば）

★ ZOOM参加に慣れていない方は、当日、30 分前くらいからアク
セスして接続を確認していただけます。

★ 財政難の折、ZOOM 参加の方はカンパの振り込みにご協力ください。

ZOOM参加あり
での集会参加をご希望の方は、 21７月 日までにZOOM

ＪＲ他各線 （東口）下車  徒歩７分池袋駅

　医療観察法・精神保健福祉法など“ほぼ定着”させられたか
のように見えた精神障害者差別体制が、津久井やまゆり園事
件や神出病院事件、コロナ・クラスターなどで巨大な矛盾を露
呈し、他方での昨年10月の第63回人権擁護大会「精神障害の
ある人の尊厳の確立を求める決議」、そして本年8月の障害者
権利条約対日審査などで、いま大きく揺らぎ始めています。
　国連障害者権利委員会は、措置入院・医療保護入院等を規
定する精神保健福祉法等の撤廃のために講じた措置、隔離・
身体拘束等を廃止するためにとった法律上・実践上の措置な
ど、強制入院や隔離・身体的拘束等に関する事項について事
前の情報提供を求めています。
　他方、政府・厚労省・日本精神科病院協会は、昨年10月以来
「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向け
た検討会」の回を重ねるなかで、居直りを深めて巻き返しに転じ、
「報告書」取りまとめをステップに、今秋臨時国会での精神保健
福祉法・障害者雇用促進法束ね「改正」を狙っています。

　また今国会で刑法・更生保護法等を大改悪し、裁判所・刑務
所・保護観察所などの裁量強化と、重罰化と教育刑をセットにし
た本格的な予防刑法―「保安処分」体制構築を狙っているので
す。既に医療観察法では、刑務所敷地内に司法精神医学部門を
整備した北大病院医療観察法病棟を作り矯正施設と連携する
など、新たに踏み込んだ攻撃が仕掛けられています。
　こうした攻防のなかで日弁連人権擁護大会は「決議」実現
にむけて「当事者団体、精神医療福祉関係者団体、市民団体、
労働組合などの多くの人々の論議に基づく法制度政策改革へ
の働きかけが不可欠で共闘態勢を築いて行きましょう」との
呼びかけを発している。私たちも改めて「再発防止」を謳い新
たな「保安処分」態勢の嚆矢となった医療観察法の差別的実
態を暴き、精神保健福祉法など醜悪な日本の精神医療を糾弾
し、運動の力で大きく揺さぶり、変革したい。既に、医療観察法
廃止へ！ 障害者権利条約実現へ！ 新たな闘いの攻防が始まっ
ています。全国集会にぜひご参加ください。

主宰）

神喪

認定NPO法人




